
参考資料

No. ページ 項　目 内　容 考え方 備考

1 9

社会全体で支える森づくり 「森づくりコミッション」の役割を検証
すべき時期ではないか。

実施した施策について何らかの評価等は必要と考
えられることから、今後、施策を推進していく中で
対応を検討。

2 10

森林整備の方針 全ての森林で「生物多様性の保全
への寄与」と求めることは可能であ
るのか、ゾーニングすべきではない
か。

程度は違うものの、何らかの寄与はあるといった
意味合いであるが、御指摘を踏まえて表現を修正
（「全て」を削除など）。

ゾーニングについては、３区分における「生態保存
地域」の指定の考え方を踏まえて対応。（Ｐ１７）

3 10～11

提案型集約化施業 提案型集約施業が必要であるが、
具体策・事例等について説明して
いただきたい。

別添「地域における集約化施業の事例」による。

4 10～11

森林の保全及び保護の方針 個人の関心が無い中で、山を公的
関与及び民間活力を活用した森林
整備が進むのか疑問である。

森林情報の収集や境界の明確化、提案型施業の
実施などの取り組みを展開しながら推進していく必
要がある。

5 11

林業・木材産業の振興の方針 県産材の有効利用・拡大について
抽象的であり、住宅補助、輸入制
限、木材価格を上げるなどの大胆
な方針を示す必要を感じる。

各流域で作成した木材安定供給指針を基に流通
の合理化を目指す。（Ｐ５４）
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6 18

森林と人との共生 強度間伐が広葉樹の導入につな
がると考えるのは無理があるので
はないか

現在、県で進めている環境公益林整備事業を想
定。
御指摘のとおり、森林の状況に応じた対応が必要
なことから、「伐採跡地の更新をすべき期間に関す
る指針」等により対応。
（Ｐ２６）

7 23

立木の標準伐期齢に関する指針 スギ、ヒノキは４０～４５年生以降は
成長が鈍化し、二酸化炭素吸収量
が下がり、公益的機能は低下する
と思われる。

御指摘のとおり、二酸化炭素吸収量は若齢の方が
多いと考えられる。
一方で公益的機能はいくつかの側面もあり、ストッ
クの面では高齢林の役割も大きいとも考えられる。

8 25

造林樹種に関する指針 適地適木が大切であるが、苗の生
産体制は整っているのか

主要樹種（針葉樹）については需給調整を実施し
ているが、苗木の生産には期間を要し、需要に応
じた生産が必要なことから、今後、実情を踏まえた
検討が必要。

9 35

公益的機能別施業森林の整備に
関する事項

生物多様性ということを記載すべき 生物多様性については、「森林と人との共生林」の
中に位置付けており、該当箇所に記載。（Ｐ３６）

10 41

長伐期施業の方法に関する指針 標準伐期と長伐期を明確に区分し
た指針が望ましい。

御指摘のとおり、両者を明確にし、標準的な指針
について別途記載。（Ｐ２１～２３）
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全体的に検討不足ではないか 本県において林業機械の導入が過渡期であること
から、施策の推進と併せて今後の検討を深めるこ
ととしたい。

林業機械の台数について、全国平
均との比較の根拠は。また、森林
面積で行うのは妥当か。

御指摘を踏まえて表現を修正。

表－１ どの工程なのか不明
（　）書きの意味が不明
機械名と作業名が混在している

表－２ 表の整合が取れていない
路網密度の数字がない

共通 表－１と２を統合してはどうか
例示の数を減らしてはどうか

作業システムの例（図） 違いがわかりづらいことから省略し
てはどうか

12 54～55

木材の利用拡大 公共施設への利用とあるが、教育
施設への積極的な利用促進が望
まれる

教育施設も含めた公共施設での利用を進める必
要があると考えており、引き続き、関係機関への働
きかけなど、施策を推進していく中で対応。

13 75

森林の保護及び管理 もっと積極的な施策方針を打ち出
すべきではないか

森林管理の対策だけでは限られていることから、
「特定鳥獣保護管理計画」に基づく個体調整や関
連部局との連携も含めて、継続的な対応を実施。

11

林業機械の導入の促進

今後の検討を深めることとしたい。

51～53
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